
船橋市運動公園及び法典公園

　評価対象期間 令和３年１月１日～令和５年３月３１日

建設局　都市整備部　公園緑地課

生涯学習部　生涯スポーツ課

１．総合評価

　※

総合評価の基準の目安

Ｓ 細項目がＳ・Ａのいずれかで構成されている

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ 上記に関わらず、細項目に一つでもＤがある場合

細項目別評価状況

Ｓ 事業計画以上の優れた管理運営がなされている

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

評価者 船橋市運動公園及び法典公園指定管理者第三者評価委員会

総合評価 評価に関する意見等

船橋市運動公園及び法典公園公園指定管理者第三者評価シート

　施設名

　指定管理者 ふなスポ活き生きパークパートナーズグループ

　所管課

総合評価で評価項目が混在する場合の基準は下記「総合評価の基準」を適用しま
す。

細項目がＳ・Ａのいずれか及びＢで構成されており、Ｓ・Ａの割合がＢの割
合以上である。

※評価ポイントについて、少なくともＳ評価をした細項目については、必ず記入してください。

細項目がＳ・Ａ・Ｂのいずれか及びＣで構成されており、Ｓ・Ａ・Ｂの割合
がＣの割合以上である

細項目がＳ・Ａ・Ｂのいずれか及びＣで構成されており、Ｓ・Ａ・Ｂの割合
がＣの割合より少ない

概ね事業計画通りに管理運営がなされている

概ね事業計画通りに管理運営がなされているが、一部軽易な改善事項あり

事業計画どおりに管理運営がなされておらず、早急な改善を要する

指定の取消しをせざるを得ないような不適切な管理運営がなされている

細項目がＳ・Ａのいずれか及びＢで構成されており、Ｓ・Ａの割合がＢの割
合より少ない

資料５



船橋市運動公園及び法典公園指定管理者第三者評価 委員氏名

大項目

細項目

Ⅰ 管理運営の基本方針

１．

Ⅱ 業務内容

１． 施設及び設備の維持管理について

２． 利用者の平等な利用確保及びサービスの向上について

３． 利用者等の安全確保について

４． 利用促進の方策について

５． 本施設ならではの自主事業の実施について

６． 駐車場の管理運営について

Ⅲ 事務管理

１． 従事者の配置について

２ 従事者の教育と研修について

３． 従事者に対する労働条件等の対応について

４． 個人情報の取り扱いについて

Ⅳ 収支状況

１． 収支について

２． 事業費の縮減に関する創意工夫

評価 評価理由

評価 評価理由

管理運営の基本的な考え方について
(都市公園としての機能や役割を果たすこと、市の事業と連携を図ること、スポーツ振興、推進を図
ること）

評価 評価理由

評価 評価理由


